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来月はいよいよサッカーのワールドカップですね。今日の午後に代表メンバーの発表があ
るとのことで、家族が騒いでいました。私個人は、さしてサッカーファンでは無いので、
代表メンバー発表にもあまり興味がないのですが、ワールドカップが始まればにわかファ
ンに早変わりして絶叫しながら応援するのだと思います。そういえば、今日って１９９３
年にＪリーグ公式に開幕した日だそうで、当時はワールドカップ出場なんて夢だと思って
た事を思い出しました。その頃川崎ヴェルディでエースストライカーだった三浦知良選手
は、今も現役なんですよね・・・・、その情熱と努力を心から尊敬します。

「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務となっています

労働施策総合推進法の改正により、２０２６年４月１日から治療と仕事の両立支援が事
業主の努力義務となりました。「治療と就業の両立支援指針」では、両立支援を行うにあ
たっての留意事項や環境整備等がまとめられています。なお、指針では、対象労働者を雇
用形態に関わらず全ての労働者とし、対象の疾病を反復・継続した治療が必要と医師が判
断した疾病（国際疾病分類に基づく。負傷含む。）としています。

１．留意事項
　指針で掲げる９つのうち、リーフレットでは次の３つを取り上げています。
①　労働者本人の申出
申出が行われやすい環境の整備（ルールの作成・周知、研修による意識啓発、相談窓口

の整備、情報の取扱方法の明確化等）
②　労働者との十分な話合い、上司・同僚の理解
労働者に対する措置等の検討にあたり、事業主が一方的に判断しないよう、必要な取組
み
・就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、話合い等を通じて労働者本人の了解を得られ 

るよう努める
・安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案して、可能な限り配置転換、 

時短措置などを講じて就業の機会を失わせないよう留意する
・ 疾病や治療に対する誤解や偏見等が生じないよう、事業主、人事労務担当者、上司 

・同僚等において必要な配慮を行う
③　個人情報の保護　
個人情報の保護も含めた事業場における治療と就業の両立支援のルールおよび体制の整

備・明確化　

２．環境整備
　指針では、次の５つを掲げています。
①　事業主による基本方針の表明等と労働者への周知
②　研修等による意識啓発
③　相談窓口等の明確化
④　治療と就業の両立支援に関する制度、体制等の整備（休暇制度：時間単位の年次有給
休暇、傷病休暇、病気休暇 等や、勤務制度：時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務
制度、試し出勤制度 等）
⑤　事業場内外の連携

高年齢労働者やがん患者など、治療を続けながら働く人は増加しています。労働者の安
心感や人材の定着などに繋げるためにも、措置を講じるようにしましょう。

【参考】
治療と就業の両立について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html


